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令和６年分所得税については定額減税が実施され

ています。年末調整の際には、年末調整時点の定額

減税額（年調減税額）を算出し、年間の所得税額の

計算を行います。 

（1）年末調整の際に年調減税の対象となる人  

年末調整の対象となる人は年調所得税額から年調

減税額を控除します。住宅借入金等特別控除（住宅

ローン控除）のある方は年末調整した所得税額から

先に住宅借入金等特別控除をします。その後に定額

減税を行います。 

注意点としては、年末調整の対象となる人のうち、

給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が

1,805 万円を超えると見込まれる人については、年

調減税額を控除しないで年末調整を行うことになり

ます。 合計所得金額が 1,805 万円を超えるかどう

かを確認する際には、これまで通り基礎控除申告書

により把握した合計所得金額を用います。 

（２）年調減税額の計算  

年調減税額は、「本人 30,000 円」と「同一生計

配偶者と扶養親族１人につき 30,000 円」との合計

額となります。 年調減税額の計算に当たっては、「扶

養控除等（異動）申告書」や「配偶者控除等申告書」

などから、 年末調整を行う時の現況における同一生

計配偶者の有無及び扶養親族の人数を確認します。 

なお、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含め

るためには、給与所得者が、「配偶者控除等申告書 兼 

年末調整に係る定額減税のための申告書」にその配

偶者を記載して提出する必要があります。  

 

年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の

所得税額（年調所得税額）から、その住宅借入金等

特別控除後の所得税額を限度に行います。  

また、年調減税額を控除した金額に 102.1％を乗

じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算しま

す。  

給与所得の源泉徴収票には、その摘要欄に、年調

減税に関する事項の記載が必要となります。  

（3）扶養の確認 

今年の年末調整においては年調減税を実施します

ので、扶養控除等異動申告書に控除対象扶養親族や

年少扶養親族（いずれも居住者に限ります。）が記載

されている場合には、給与所得者（合計所得金額 

1,805 万円以下の人に限ります。）の年調減税額の

計算において一人につき３万円が加算されます。 

年調減税額は、本人分３万円と同一生計配偶者及

び扶養親族（いずれも居住者に限ります。）一人につ

き３万円の合計額になります。  

〔例〕同一生計配偶者がいて、控除対象扶養親族１

人、年少扶養親族１人の場合の年調減税は 、

30,000 円（本人分） ＋30,000 円×３人＝

120,000 円となります。 

なお、所得者本人の合計所得金額が 1,805 万円

を超える場合は、居住者で同一生計配偶者及び扶養

親族を有していたとしても年調減税の対象となりま

せん。 

年調減税額の計算に当たっては、控除対象扶養親

族と年少扶養親族（いずれも居住者に限られます。）

の数の確認を各人からの申告に基づいて行うことに
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なります。 年少扶養親族については、扶養控除等（異

動）申告書の（住民税に関する事項）の記載内容を

確かめて年調減税額の計算に含めることになります

が、扶養控除の対象とはなりませんので、ご注意く

ださい。  

配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるた

めには、配偶者控除等申告書で確認します。 

令和６年については給与所得者の基礎控除申告書

及 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末

調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額

調整控除申告書 に名前が変更されております。 

注:以下「配偶者控除等（兼定額減税）申告書」 

配偶者を年調減税額の計算に含めるためには、扶

養控除等（異動）申告書の「源泉控除対象配偶者」

欄への記載があるかどうかではなく、この配偶者控

除等（兼定額減税）申告書の提出を受けてください。 

給与所得者の基礎控除申告書部分の判定欄が（A）

～（D）に該当して（本人所得 1,805 万円以下にな

る）かつ、配偶者の所得が①又は②になる場合（配

偶者の所得は 48 万円以下）は配偶者分の定額減税

も行います。今年の用紙にはそれぞれチェック□欄

が設けられておりますので給与所得者本人に☑をさ

せてください。 

配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除にな

る方は、定額減税は配偶者本人が年末調整又は確定

申告で受けることになります。 

また（D）の方（所得 1,000 万円超 1,805 万円

以下）については配偶者控除及び配偶者特別控除は

受けられませんが配偶者分の定額減税は受けること

になります。 

（4）源泉徴収簿の記載について 

住宅借入金等特別控除額㉓の下に年調所得税額㉔

が追加されました。また用紙の一番下の余白に㉔－

2 ㉔－3 ㉔－４ の欄が用意されております。 

年調減税額を計算したら年調計算表の「年調減税

額㉔－２欄に記入します。 なお、所得者本人の合計

所得金額が 1,805 万円を超える場合は、居住者で

同一生計配偶者及び扶養親族を有していたとしても

年調減税の対象となりませんので、年調減税額（㉔

-2 欄に「０」と記入します。 

年調減税額の控除 「年調所得税額㉔」欄の金額か

ら、「年調減税額㉔－２」欄の金額を控除し、その控

除後の残額を「年調減税額控除後の年調所得税額㉔

－３」欄に記入します。この場合、「年調減税額㉔－

２」欄の金額が「年調所得税額㉔」欄の金額より多

いため控除しきれない ときは、「年調減税額控除後

の年調所得税額㉔－３」欄に「０」と記入し、年調

減税額のうち控除しきれない部分の金額を「控除外

額㉔－４」欄に記入します。 

（5）源泉徴収票への記載について 

年末調整終了後に作成する給与所得の源泉徴収票

には、その摘要欄に実際に控除した年調減税額を「源

泉徴収時所得税減税控除済額○○○円」と記載しま

す。＊年末調整をしなかった方は記載不要です。 

なお、年調減税額のうち年調所得税額から控除し

きれなかった金額があるときは、その金額を「控除

外額○○○円」と記載します。控除しきれなかった

金額がないときは、「控除外額 0 円」と記載します。 

〔例〕前記（3）の例の場合に全額控除できたとき

の源泉徴収票の記載は 

「源泉徴収時所得税減税控除済額 120,000 円」 

「控除外額 0 円」となります。 

今年の年末調整は大変煩雑です。６月にいったん

定額減税を受けた影響により、また配偶者の働き方

により源泉徴収税額が不足して 12 月最後の手取り

額が減る方が多数おられると思います。本人の手取

り額も減りますが、源泉徴収義務者である会社側の

翌年の納税額が例年より増えることが予想されます。 

（担当 芝事務所 山本） 


